
第１７２回 品川区都市計画審議会議事録 

１．開催日  令和４年１月１３日（木） 午後２時開催 

２．場 所  品川区役所  第二庁舎４階 災害対策室本部室 

３．議第   

【審議案件】 

 議第３８１号 東京都市計画地区計画の決定        (都決定) 

        （武蔵小山賑わい軸地区） 

 議第３８２号 東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定 （区決定） 

        （小山三丁目第１地区） 

 議第３８３号 東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定 (区決定) 

        （小山三丁目第２地区） 

 議第３８４号 東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更 (区決定) 

        （小山三丁目地内） 

 議第３８５号 東京都市計画特定防災街区整備地区の変更  (区決定) 

        （東中延一丁目１１番地区） 

 議第３８６号 東京都市計画防災街区整備事業の決定    (区決定) 

        （東中延一丁目１１番地区） 

 議第３８７号 東京都市計画地区計画の決定        (区決定) 

        （東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区） 

 議第３８８号 東京都市計画高度地区の変更        (区決定) 

        （小山三丁目、中延二丁目、中延三丁目各地内） 
 
４．委員・幹事 

【委員】 中 野 京 治  星 野 悦 郎  山 崎 元 也  

 斎 尾 直 子 ※ 松 本 亨  関 召 一  

 伊 藤 義 之  馬 越 浩 明  水 野  寿  

 髙 津 智 彦    高 橋 伸 明  湯 澤 一 貴  

 あ く つ 広 王  の だ て 稔 史  藤 原 正 則  

 く に ば 雄 大  西 本 た か 子  （計１７名）  
    

       ※欠席者(幹事においては、議第関係者のみの出席) 

５．議事録  別紙参照 

【幹事】 桑 村 正 敏  中 村 敏 明  末 元 清  

 鈴 木 和 彦  竹 田 昌 弘 ※ 森 一 生  

 多 並 知 広  中 道 元 紀 ※ 長 尾 樹 偉  

 河 内  崇 ※ 藤 田 修 一 ※ 滝 澤 博 文 ※ 

 稲 田 貴 稔 ※ 川 口 浩 和 ※ 溝 口 雅 之 ※ 

 髙 梨 智 之 ※ 栗 原 崇 晃 ※ 山 本 浩 一 ※ 

 五 十 嵐 慶 太 ※ 平 原 康 浩 ※ 佐 藤 憲 宜 ※ 

     （計２１名）  
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第１７２回 品川区都市計画審議会 

令和４年１月１３日 

事務局  それでは、皆様方、お忙しいところ恐れ入ります。定刻となりました

ので、これから都市計画審議会を開催させていただきたいと思います。

 まず、本日、皆様方におかれましては、御多忙中のところ御出席を賜

りまして誠にありがとうございます。 

 本日でございますけれども、前回同様ですが、新型コロナウイルス感

染症に伴う感染拡大対策といたしまして、委員の皆様の席の配置を通常

と変えて進めさせていただければと思っております。また、区の幹事の

ほうも、出席を必要最小限にさせていただいております。感染症予防に

関して徹底して開催をさせていただきますので、御理解のほどよろしく

お願いを申し上げます。 

 また、会の時間も長時間にならないよう努めてまいりたいと思ってお

ります。御協力のほうよろしくお願いいたします。 

 それから、開会に先立ちまして、このたび人事異動に伴いました委員

の変更がございましたので、紹介をさせていただきたいと思います。関

係行政機関の委員につきまして、新たに警視庁大崎警察署長の髙津委員

に御就任をお願いしているところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 また、本日、斎尾委員が所要のため欠席ということになっております。

 それから、本日の予定でございますけれども、お手元のほうに次第を

お配りさせていただいております。机上のほうに置かせていただいてお

りますが、御確認をいただければと思います。今日は、審議案件が８件

となってございます。 

 次第を見ていただきますと、議第３８１号から３８４号、それから、

議第３８８号、これは小山三丁目地内につきまして、武蔵小山賑わい軸

の地区計画の都市計画決定でございます。 

 それから、議第３８５号、３８６号でございますが、こちらは東中延

一丁目の特定防災街区整備地区の変更及び防災街区整備事業の決定とい

うことになります。 

 それから、議第３８７号と３８８号、３８８号については中延二丁目、

中延三丁目各地内ですが、こちらは都市計画決定となってございまして、

東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区地区計画に関係する都市計画に

ついてということでございます。 
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 あと、最後に３８８号でございますけれども、こちらは２つの案件が

関係しておりますので、それぞれの地区ごとに説明、それから審議をお

願いしたいと思っております。 

 それから、３８１号ですが、こちらは東京都の決定案件でございます

ので、東京都知事より意見照会を受けて、本審議会にて御審議をお願い

するというものでございます。 

 説明が長くなりましたが、以上でございます。 

 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

中野会長  委員の皆様、事務局の皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、ただいまから第１７２回品川区都市計画審議会を開会いた

します。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  傍聴者についてですけれども、部屋の前で待ってもらわずに、入室し

ていただけるようにしてほしいと思いますが、前回の会議でこの提案を

した際に、会長から、非公開の場合もある、傍聴の可否までお聞かせす

る必要はないという回答でした。何を聞かせるかというよりも、傍聴に

来ていただいている方々を部屋の前で待たせるのはいかがなものかと思

うので、非公開とする場合には、その際に傍聴者は退室していただくと

いう形で進めればよいと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、本日多くの方が傍聴に来てくださっているようですが、先ほど

も申請に来たけれども入れなかったという声もお聞きしました。本日の

傍聴申請者が何人いらっしゃったのか伺いたいと思います。全ての方に

傍聴していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

中野会長  今の委員の御質問にお答えしたいと思います。まず、事前に会に諮ら

ないで傍聴人を入室させたほうがいいのではということですが、確かに

おっしゃりたいことは理解できます。しかしながら、傍聴の規定の中で

は、原則公開にはなっておりますが、そうではないことも考えられます。

特に、現実にはあり得ないような条項、条件もありますが、時と場合に

よっては、傍聴は認められない事案が出てくるということもあります。

それで、この規定の中では、会長が判断をするということになっており

ます。ただ、会長が単独で判断するものではなくて、これは審議会でご

ざいますので、委員の皆さんの意見を聞いた上で、会長が判断するとい

うものだと思います。委員に諮らないで傍聴者を入室させたり、その他
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の許可を得たりすることはやはり問題があるのではないかということ

で、前回も申し上げたつもりでございます。 

 それから、何人かということですが、事務局から申し出ていただいて

いるのは１０名でございますが、それ以上おいでになるかまでは把握し

ておりません。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  今回の傍聴の希望者は、総数で言いますと１６名の傍聴希望者がござ

いました。事前に区ホームページ並びに広報誌で傍聴の定員を１０名と

いう形でお知らせさせていただいて、先着順というところで、今回１０

名の方にこの後皆様の御了解をいただいて入っていただく、傍聴いただ

くというところでございます。 

 それから、今後のことでございますが、当審議会の内容につきまして

は、４年前から開催直後に資料を区ホームページで公開をし、その後、

取りまとめ次第、議事内容についても、要約版ではなくて、発言も含め

た全ての内容を直ちに区ホームページで公表し、御覧いただくという形

を取らせていただいております。これまでも、多少超える場合は、コロ

ナ禍以前の場合はレイアウトを工夫して入っていただいたというところ

はございましたが、今回はコロナもあって１０名というところです。離

れた場所でお聞きいただくというところは今後の研究とさせていただき

ますが、基本的にはこういう形で進めさせていただいております。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  この会議は、規則でも公開ということになっているはずですけれども、

むしろ非公開を前提にした運営になっているのではないかと思います。

公開の会議ですから、傍聴者には初めから入室していただいて、非公開

の議題の際に退室していただくというふうにしていただきたい、するべ

きだと思います。 

 傍聴者について、本日は１６名ということですけれども、そうすると、

コロナもありますが、１６名であれば融通を利かせて傍聴に入っていた

だいて、聞いていただくということができるのではないかと思います。

これから研究していくというお話もありましたので、ぜひできる限り傍

聴に来ていただいた方が傍聴できるようにしていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 
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あくつ委員  会長。 

中野会長  あくつ委員、どうぞ。 

あくつ委員  １人の委員から様々な御意見が出ていますけれども、原則どおり進め

ていただきたいと思います。公開が前提ということですけれども、私、

裁判の傍聴なんかも行きますが、人数が椅子以上になれば退廷を命じら

れます。裁判は別に公開しています。そもそも、先ほど説明があったと

おり、ルール上人数を制限して傍聴する、ましてや今のコロナの中で、

最初に入れて後に退席をさせるのは現実的ではないのかなと思いますの

で、会長にそのように取り計らっていただいて、議事を進行していただ

きたいと思います。 

 以上です。 

中野会長  それでは、次に進めさせていただきますが、よろしいですか。 

西本委員  会長。 

中野会長  西本委員、どうぞ。 

西本委員  審議をするに当たりまして、お願いがあります。今日は傍聴の方がた

くさんおられるということで、基本は傍聴なので、傍聴席からの不適切

な発言であったり、声を発するということはあまりしていただきたくは

ないのですが、審議上混乱するといけないと思いますので、その仕切り

は会長に一任いたしますが、審議しやすいような形で、もしもそういう

ことが起きるようであれば、退室をしていただくとか、御注意をぜひお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

中野会長  今委員がおっしゃいましたように、傍聴規程の中では、傍聴人は発言

することはできないことになっております。そういうことですので、今

委員がおっしゃられた趣旨で今後続けていきたいと思っております。 

 ほかにないようでしたら、始めさせていただいてよろしいですか。 

 それでは、ただいまから第１７２回品川区都市計画審議会を開会いた

します。 

 本日、１０名の傍聴者が希望しておられます。都市計画審議会条例施

行規則第３条により、本日の審議会を公開することに対して、問題ない

と思われますが、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

 では、異議はないと認めます。それでは、そのようにさせていただき

ます。 

 次に、傍聴人の方から録音の申出がございます。品川区都市計画審議
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会の会議の公開に関する取扱要綱第８条に基づきまして、録音を許可す

ることに対して問題ないと思われますが、御異議ございませんでしょう

か。 

（「異議なし」の声） 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 じゃあ、傍聴人に入っていただけますか。 

（傍聴人入室） 

 それでは、会議の冒頭に事務局からもありましたけれども、コロナ禍

の状況を踏まえ、会議の時間が長時間にならないよう、簡潔かつ効率的

な御質疑に御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、審議事項に入らせていただきます。 

 初めに、議第３８１号から３８４号及び議第３８８号のうち、小山三

丁目地内の武蔵小山賑わい軸地区に関する都市計画について、一括して

説明をお願いします。 

鈴木課長  会長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  それでは、武蔵小山賑わい軸地区について、５件一括し説明させてい

ただきます。 

 お手元のＡ３資料を御覧ください。今回は、似たような資料が３部つ

いておりますが、左上に「武蔵小山賑わい軸地区」と書かれているＡ３

資料でございます。 

 当資料の左上を御覧いただき、今回御審議いただきます都市計画の種

類について、地区計画については東京都決定、そのほかについては品川

区決定の案件でございます。 

 続きまして、当地区の位置についてでございますが、資料左の位置図

を御覧ください。武蔵小山駅から南東へ延びるパルム商店街を挟む形で、

駅側から小山三丁目第１地区であるＡ地区、小山三丁目第２地区である

Ｂ地区が位置しております。施行区域面積は、それぞれＡ地区が１.５ヘ

クタール、Ｂ地区が１.６ヘクタールの市街地再開発事業で、合計で約３.

１ヘクタールの計画区域となるものでございます。 

 次に、上位計画の位置づけについてでございますが、資料左の下段を

御覧ください。平成２３年策定の武蔵小山駅周辺地域まちづくりビジョ

ンにおいて、武蔵小山駅周辺の３つの核と２つの軸という都市構造で定

義し、本地区は核の一つである武蔵小山駅前の拠点性と賑わい軸という
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軸性の二面の顔を併せ持つものでございます。特に賑わい軸につきまし

ては、令和元年策定の街並み誘導指針追補版により、本地区を賑わい先

導地区と位置づけ、賑わい軸の拠点形成を目指す地区として位置づけて

ございます。住環境と合わせた広場等の基盤整備、武蔵小山の特徴とな

るアーケードの架け替え整備を誘導することとしています。 

 また、同じく令和元年に東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づ

く武蔵小山賑わい軸地区街並み再生地区の指定を受けており、小山三丁

目第１地区がＡ地区、第２地区がＢ地区に位置づけられ、街並み再生方

針の中で２地区の目標を掲げながら、実現に向け講ずべき措置が設定さ

れてございます。 

 次に、資料右側の施設計画概要ですが、Ａ地区、Ｂ地区ともにパルム

商店街を挟む形で２つの街区から構成され、それぞれＡ－１街区、Ａ－

２街区、Ｂ－１街区、Ｂ－２街区としてございます。それぞれの街区で

計画されております建物規模や主要用途等につきましては、表に記載の

とおりでございます。表の下にパース図がございますが、カラーの部分

が今回の計画建物となっているものでございます。 

 続きまして、審議案件の内容について説明させていただきます。初め

に、Ａ４横のホチキス留めの議第３８１号の資料を御覧いただけますで

しょうか。３８１号の資料でございます。地区計画の内容について、１

ページを御覧いただけますでしょうか。名称、位置、面積等については

記載のとおりでございます。 

 次に、地区計画の目標につきましては、資料の地区計画の目標の記載

箇所、下段の数字の１のところ、１つ目として、地域の生活拠点となる

個性豊かな複合市街地の形成、次に２つ目としまして、商店街の連続し

た街並みの形成、３つ目として、交通ネットワークの形成、また、４つ

目としまして、地域の居住環境及び防災性の向上を図ることとしてござ

います。 

 ページをおめくりいただきまして、２ページ目でございます。土地利

用の方針でございますが、１行目、武蔵小山駅前及び賑わい軸に位置す

る立地特性を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用を図りながら、

地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地の形成を目指すとしており

ます。 

 次に、資料のその下、公共施設等の整備の方針では、１、道路等の整

備方針の（１）として、地区内の円滑な交通処理を図るとともに、地区
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内の安全な歩行空間を整備するため、補助２６号線を拡幅し、地区幹線

道路の整備を図ります。また、その下の２、歩行者ネットワークの整備

指針としましては、（２）２階レベルの回遊性を創出するため、商店街で

ある区道Ⅰ－１６３号線に面した２階レベルにギャラリーと呼ばれる歩

行者用通路を整備します。また、ギャラリーとつなぐデッキ、隣接する

武蔵小山駅東地区との接続デッキや、ギャラリーに面する広場等の整備

を図ります。１階レベルとギャラリーをつなぐ階段等の縦動線を店舗の

連続性に配慮した位置に適切に配置し、重層的なにぎわいを創出します。

 次に、資料の次のページ、建築物等の整備の方針では、地区の特性に

応じて必要な建築物等に関する事項を定めます。資料の１行目、１つ目

としまして、地域の生活拠点となる個性豊かな複合市街地の形成に関す

る事項を定めます。 

 次に、資料の下、２の部分、２つ目としまして、Ａ地区及びＢ地区の

いずれも２街区に区分し、良好な市街地環境の形成及び土地の合理的な

高度利用を図るため、（１）としまして、北側市街地への圧迫感の軽減や

日影等の影響を考慮し、Ａ－２街区、Ｂ－２街区の容積率をそれぞれＡ

－１街区、Ｂ－１街区に適正に配分するものでございます。 

 また、一番下、３のところでございますが、３つ目としまして、統一

的な街並み形成を図るため、区道Ⅰ－１６３号、区道Ⅰ－２１８号の沿

道においては、道路斜線の制限を緩和するものでございます。 

 次に、次ページ以降は、資料にページが振っておらず申し訳ございま

せんが、資料の４～７ページ目は、主要な公共施設や地区施設の配置及

び規模並びに建築物等に関する事項について記載しているものでござい

ます。 

 ここからは、先ほどのＡ３資料にお戻りいただきまして、説明させて

いただきます。資料がいろいろ飛んで申し訳ございませんが、Ａ３資料

の２ページ目を御覧いただけますでしょうか。２ページ目の左の表が右

側の図とリンクする形となってございます。 

 まず、右側の上段の図を御覧いただき、こちらは地上部、１階部分と

なりますが、主要な公共施設の配置及び規模については記載のとおりの

配置、幅員、面積等の規模は資料左側の表に記載のとおりとなります。

既存の道路を区画道路として位置づけ、また、拡幅を行う道路を地区幹

線道路として位置づけております。 

 また、その他の公共施設としまして、緑色の部分の広場・緑道、また、
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広場と道路を結ぶ黄色の丸の点線の歩行者通路、そして、道路に沿って

オレンジ色の破線の歩道上空地を図の配置のとおり定めるものでござい

ます。 

 また、下段の図は２階部分の図となりますが、先ほどギャラリーと御

説明しましたが、２階部分にも黄色の点線の歩行者通路を設け、道路の

上空をデッキで結び、回遊性を高める計画としております。 

 続きまして、資料の３ページ目を御覧ください。ページをおめくりい

ただき、３ページ目でございます。建築物等に関する事項でございます。

当地区におきましては、Ａ－１、Ａ－２、Ｂ－１、Ｂ－２街区いずれに

も、建築物等の用途の制限としまして、風俗営業用途の一部、工場、区

道Ⅰ－１６３号に面する１階部分の住宅、駐車場及び駐輪場の出入口を

制限いたします。さらに、Ｂ－２街区については、建築基準法別表第二

（ぬ）となっておりますが、こちらは工場の用途となりますが、そうし

たものを制限するものとして定めてございます。 

 次に、表のその下、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、また、

建築物の建蔽率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築面積の最低限度

それぞれを各街区については表に記載のとおり定めるものでございま

す。 

 次に、表のその下、壁面の位置の制限に関しましては、敷地境界線や

道路境界線から壁面後退距離として０.５メートル、５０センチから１０

メートルを定めていくもので、また、建築物の高さの最高限度としまし

ては、Ａ－１街区、Ｂ－１街区、Ｂ－２街区では１４５メートル、Ａ－

２街区では２０メートルと定めるものでございます。 

 次に、Ａ３資料の左下、下段を御覧いただき、議第３８２号小山三丁

目第１地区の市街地再開事業の内容となりますが、公共施設と宅地の整

備のため実施するもので、地区計画のＡ地区の範囲となるものでござい

ます。公共施設の配置等については、先ほど地区計画でも述べましたが、

地区幹線道路で区画道路を整備いたします。幹線道路として、補助線街

路第２６号線の拡幅用地の一部も範囲となり、再開発事業においては拡

幅し、街路事業によって本整備される予定となってございます。 

 次に、資料の右上段、議第３８３号小山三丁目第２地区の再開発事業

の内容となりますが、同じく公共施設と宅地の整備のために実施するも

のというところでございます。地区計画のＢ地区の範囲となりますが、

こちらも公共施設の配置等については先ほど述べたとおりでございます
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が、地区幹線道路及び区画道路を整備いたします。こちらについても、

幹線道路として補助線街路第２６号線の拡幅用地の一部も範囲となり、

再開発事業において拡幅し、街路事業によって本整備される予定でござ

います。 

 次に、Ａ３資料の右下段、議第３８４号防火地域及び準防火地域の変

更の内容となりますが、こちらは、先ほど御説明した地区計画を実現す

るために、関連する都市計画として変更するもので、現在はＢ地区の一

部、赤い斜線の部分となりますが、準防火地域として指定されておりま

すが、この約０.４ヘクタールの部分を防火地域に変更し、制限を強化し

ていくものでございます。 

 次に、同じく資料の右下段、図右横、議第３８８号高度地区の変更に

ついてでございますが、こちらも現在はＢ地区の一部、第３種高度地区

が指定されておりますが、赤い斜線で示された０.４ヘクタールを指定な

しに変更していくものでございます。 

 続きまして、駆け足で申し訳ございません、Ａ３資料の１ページ目に

お戻りいただけますでしょうか。１ページ目、右下の枠囲みを御覧いた

だき、これまでの経過についてでございますが、昨年７月に事業者によ

る開発計画の説明会が行われております。その後、昨年１０月に地区内

の権利者を対象とした地区計画原案の説明会を開催し、１２月には区民

及び利害関係者等を対象とした都市計画案説明会を開催し、２週間の縦

覧を実施し、意見募集を行っております。 

 本日机上配付させていただきましたＡ４横資料、意見書の要旨を御覧

ください。いろいろ資料が飛んで申し訳ございません。本日机上配付さ

せていただきました意見書の要旨でございます。議第３８２号から３８

４号、３８８号の部分でございますが、今回、武蔵小山賑わい軸地区の

区決定部分に対する意見としまして、計３７５通の意見がございました。

そのうち、賛成の意見が７０通、また、反対の意見が３０５通提出され

てございます。その一部を御説明させていただきます。 

 賛成意見の主なものとしましては、１ページ目、（１）土地の合理的か

つ健全な高度利用と都市機能の更新、また、賑わい軸の起点として住み

続けたいまちの実現を図ること、また、その下、（３）地区の防災・安全・

経済活性化を推進する上で極めて重要な計画である、その下、（４）市街

地再開発事業による商店街の魅力とにぎわいのさらなる向上や、来街者

の増大を期待している、２ページ目を御覧いただきまして、（７）オープ
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ンスペースや歩行者空間の創出等により、安全・安心で快適な空間がつ

くられることを期待している、（１０）地元が中心となって準備してきた

まちづくりをぜひ進めてほしい、（１１）駐輪場が整備され、パルム商店

街の店先に駐輪が多い状況が改善される等の御意見をいただいてござい

ます。 

 この御意見に対する区の見解についてですが、資料１ページ目、本都

市計画案は、上位計画を踏まえ、賑わい軸の起点として住み続けたいま

ちの実現を図ることを目標として、土地の計画的かつ合理的な高度利用

を図り、商店街の機能更新や商業等の都市機能の強化・更新・集積並び

に防災性の向上を図り、にぎわいと回遊性のある複合市街地を形成する

ものでございます。 

 続きまして、反対意見の主なものでございます。資料４ページ目を御

覧いただけますでしょうか。４ページ目は、都市計画の内容、必要性に

ついての御意見でございますが、（１）人口集中による電車による通勤通

学の困難化、保育園・小学校の不足や風害、日照障害があるため、建物

の高層化に反対である。それに対する区の見解としましては、５ページ

目、上から２行目から、駅の状況について、鉄道事業者による車両の増

設により輸送力の増強が見込まれております。鉄道事業者と引き続き情

報連携をしながら、将来動向を注視してまいります。子育て支援施設に

つきましては、区と協議を行ってございまして、認可保育園を整備予定

でございます。小学校については、区教育委員会と協議しており、計画

の具体化に合わせ、協議を深度化させていく予定となってございます。

風環境の変化については、現在及び将来予測並びに対策が市街地再開準

備組合により示されてございます。日影については、建築基準法に適し

た計画となっているものでございます。 

 次に、５ページ目、（３）既存道路の拡幅整備が公共施設として位置づ

けられているが、拡幅することにより多くの自動車が通過することとな

り、地区内の人にとってはデメリットである。この意見に対する区の見

解としましては、細街路が多く、歩行者空間が不足しているという地域

の課題を解決し、歩車分離された交通ネットワークを形成するために行

うものでございます。 

 次に、６ページ目、（７）武蔵小山商店街振興組合がアーケードや共通

看板等を所有している。その処分には組合員全員の同意が必要である。

この意見に対する区の見解としましては、アーケード等を所有・管理し
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ている武蔵小山商店街振興組合等より、令和元年に策定依頼を受けた武

蔵小山駅周辺地域街並み誘導指針（追補）及び武蔵小山賑わい軸地区街

並み再生方針に基づいた計画となっているものでございます。 

 続きまして、７ページ目、手続に関する御意見でございますが、（１）

説明会の周知が不十分である、（３）公聴会を開催すべき、（８）都市計

画法１６条の２項に基づいて行政は地域住民の意見を聞いていない。こ

の意見に対する区の見解についてですが、本都市計画案は、法令に基づ

く説明会・縦覧のほか、事業者による説明会も開催され、意見を募って

おります。手続は適正であり、住民等に対し十分な説明と意見集約を図

っているものと考え、本都市計画案を都市計画審議会にお諮りするもの

でございます。 

 次に、９ページ目、（９）タワーマンションを３棟建設することで、人

口密集地となり、地域環境や地球環境にも負荷をかける。この御意見に

対する区の見解についてですが、東京都環境影響評価条例の対象事業と

なっており、令和３年１０月に市街地再開発準備組合が環境影響評価書

案を都に提出してございます。引き続き、条例に基づき環境への影響を

できるだけ少なくしてまいります。 

 次に、１２ページ目を御覧いただき、（１２）でございますが、市街地

再開発準備組合からの説明だけでなく、都議会、区議会でも発表すべき

である。この意見に対する区の見解につきましては、第一種市街地再開

発事業は、市街地再開発準備組合による事業でありますが、区議会にお

いても適宜報告をしているところでございます。 

 以上が主な御意見の要旨と区の考え方でございます。 

 本地区における都市計画案に関する説明は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

中野会長  説明ありがとうございました。 

 ただいまの説明について御質問、御意見等がございましたらお願いい

たします。どうぞ。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  まず初めに言っておきたいのは、意見書の要旨が本日机上配付にされ

ているということはおかしいのではないかと思います。住民から意見を

出していただいたにもかかわらず、各委員に当日に出したということで

は、よく目を通すことができないです。事前に届ければ、目を通して各
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委員の皆さんも判断をされると思います。当日配付するというのは、住

民の意見を軽く見ているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  意見募集に関する要約の審議会への提出は、都市計画法で定められて

いる必要なことでございまして、事務局としましては、事前にほかの資

料と一緒に早急に取りまとめをして、各委員にお届けするという姿勢は、

これまでも、この案件についても変わってございません。 

 ただ、決定が区決定のみの場合は、公告、縦覧の時期、それから都市

計画審議会の開催の時期は区の判断で余裕を持って行うということがで

きますが、本案件につきましては東京都案件も同時に関係しているとい

うところです。手続的なところでは意見募集のタイミングと東京都の審

議会のタイミングにも合わせる必要がございます。したがいまして、区

の審議会の開催時期は、当然ながら各委員の方々、こちらの幹事のスケ

ジュール等も含めて、なかなか狭い範囲での開催、設置が今回も強いら

れたというところでございます。重ねて、案件が非常に多く、正月も入

ったというところで、取りまとめに非常に時間がかかって、大変申し訳

ございませんが、本日の机上配付となったものでございます。今後は、

これまで同様できるだけ早急に取りまとめて、ほかの案件についても資

料と同時にお送りできるように努めてまいりたいと思います。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  早めに出すことに努めるということですが、そうすると、日程を今回

の日程にした、狭い範囲で決めなきゃいけないというお話もありました

が、こうした意見書をまとめていくことも含めた日程をしっかり確保し

ていく、東京都のほうにもそのことをしっかりお願いして期間を空けて

いただくということが必要なのではないのかと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長。 

鈴木課長  まさに委員が御指摘のとおり、今回の案件に限らず、これまでも東京

都と開催のタイミングについては再三再四行ってきたところでございま

して、今回も大分時間というか回数を重ねて協議をしてきましたが、ど

うしても東京都の開催案件というのが区の案件だけではなくて、ほかの
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２３区の部分も同時に行うということで、ほかの関係区との開催のタイ

ミングもあります。全体的なところもあって、なかなか調整が難しいと

いうところでございますが、今後もその都度、その都度開催時期につい

てはしっかり東京都と協議をしながら進めていきたいというところでご

ざいます。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  ぜひそこはしっかりと取り組んでいただけたらと思います。 

 今回、武蔵小山の小山三丁目第１、第２地区の再開発を進めるための

都市計画決定を審議するということで、この地域の２つの地区で１４５

メートルの超高層マンションが３棟建てられるという、周辺環境も大き

な影響を受け、地域が大きく移転するという計画ですけれども、地域の

方も、地権者も十分に計画を知らされないまま小山三丁目の再開発が進

められています。説明会のときにも、スライドの資料が欲しいと言って

も、再開発準備組合は資料を出しませんでした。地権者の方でも、ある

マンションから準備組合の理事会に参加している人は、理事会が話して

いることを外で話すことは禁じられているということで、マンション住

民に検討内容が知らされませんでした。地権者にも、そして、地域住民

にも十分に知らされないまま計画が進められているということを区は問

題だと思わないのか伺います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  まず、今回の都市計画の案をここでやらせていただくに当たりまして、

このＡ３の資料の右下にも書いてございますが、これまでも開発事業者

の主催の説明会を行っております。また、都市計画案につきましても、

地区内の方を対象とした説明会を１０月に行っており、その後、区民の

皆様を対象とした説明会を１２月ということで、法令に従って地区内の

方に御説明しているところでございます。 

 また、準備組合の皆さんの中で御検討いただいた資料については、地

区内の方、準備組合に参加されない方についても配付したり、周知を図

っているということですので、これまでもそういう形で進められて、今

回に至っているということで認識して、今回も御提案させていただいた

というところでございます。 

 以上です。 
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のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  周知が図られている、準備組合に加入していない方にも周知を図って

いるという区の認識だということですが、そうすると、こういった私が

聞いてきた声というのは出てこないと思います。一定やられているとい

う部分があるかとは思いますけれども、それでは足りていないというの

が現状だと思います。 

 ほかにも、組合員の方が準備組合の規約を求めても見せてもらえない、

自分が組合員かどうか文書で問い合わせても答えてもらえないというこ

とがありました。こうした準備組合の運営を区は認めているのでしょう

か。適切にやられているとお考えなのか伺います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  準備組合の今の御質問についてですけれども、これにつきましては、

準備組合では準備組合の皆様が決めた規約の中で、それに従って情報公

開も含めて取り扱っているということで、その中での取扱いということ

だと思います。今回のいろいろなお問合せにつきましても、準備組合の

中ではしっかり規定に従って進めているということで報告を受けている

ところでございます。 

 以上です。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  準備組合からは、規約に従ってやっているという報告を受けていると

いうことですけれども、その規約がどういうものなのか分からないので

すが、組合員の方にも規約をお示しできないというのはおかしいのでは

ないかと思いますけれども、区は問題だとは思っていらっしゃらないの

でしょうか。 

多並課長  会長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  準備組合につきましては、組合員の皆様、準備組合の皆様が任意の団

体ということで設立されている組織であります。その中で、その方々が

決めた取扱いの規約があって、この中で文書の公開についても、理事長

は次の場合は開示できるなどの規定があって、それに従って適切に行っ

ているということですので、それについては個別、個別の中の案件でや
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っているということで、そういう認識でございます。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  区議会でもこの規約の話をしたときに、区は持ち合わせていないとい

う話でしたが、今は恐らく条文を読まれたと思いますので、その後、手

に入れたということなのかなと思いますが、そういった情報開示をしっ

かりやっていただきたいと思います。 

 また、地権者へ賛否を問われたことがないのに、一方的に計画が進め

られているという話もよく聞きます。また、昨年９月の時点では、第１

地区のマンション所有者の７０名以上が納得していないという中で計画

が進められてきました。また、準備組合に入った覚えはないにもかかわ

らず、入ったことにされてしまって、あそこも加入したからと説得材料

に使われているというお話もお聞きしました。こうした状況を区はつか

んでいるのか、そして、つかんでいるとすれば、問題だと思わないのか

伺います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長。 

多並課長  まず、今の準備組合の皆様が今回の都市計画のもともとの素案を区の

ほうに御提出いただく際の中での意思決定の話かと思います。これにつ

きましては、去年の４７月に準備組合の皆様で小山三丁目第１地区につ

きましては総会が開かれて、この中で、出席者の方が４９.８７名で、小

数点がつくのは、規約の中でも、共有の持分のところについては１名と

するということですので、１名で何人かいらっしゃる場合には小数点が

出るということであります。４９.８７名の方が御出席している中で、区

のほうに都市計画の案を提出することについて賛成された方が４７.８

７名で、全体の約９６％の方が御賛成いただいているということでお聞

きしているところでございますので、そういう形で地域の方が皆さんで

考えたまちづくりの御提案ということで区として受け止めて、今回の都

市計画について手続を進めさせていただいているという考えでありま

す。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  総会では９０％以上の方が賛成をしたということですけれども、あと

残りの１０％の方は、準備組合に参加をされていない方もいらっしゃい
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ます。そうしたところで、先ほどマンション所有者の方が７０名以上納

得をしていないということで紹介をさせていただきました。なので、し

っかりと合意が図られていないという状況は明らかだと思います。 

 １２月に開催をした都市計画の説明会でも、質疑で、当初から共同化

に反対してきたが、突然計画を持ってきた、防災のためと言うけれども、

タワーマンションであれば人口が急激に増え、災害時に危険が増す、補

償もなく生活を奪われる再開発により、地元の商店は出ていくことにな

る、反対者がいる下でやる必要はないなど、再開発をやめてほしいとい

う意見が相次ぎました。賛成の方も発言しましたけれども、説明会中に

賛成の人と反対の人とで言い合いが起こるなど、会場を二分する状況で

した。この状況の下で都市計画手続を進めるのは不適切ではないでしょ

うか。伺います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  １２月１４１３日に開催させていただきました都市計画案の説明会の

ことでございます。これにつきましては、このＡ３の資料にも記載させ

ていただきましたが、当日は７９名の方がいらっしゃったということで

ございます。 

 この中で御質問いただいた内容で、今おっしゃったような都市計画、

今回の提案については反対する、もしくは再開発には反対するという御

意見もありました。また、ほかの御意見の中でも、今回のまちづくりと

いうことでこれまで地域の方が考えてきて、地震がいつ起こるか分から

ないので、どうしても防災性の向上、にぎわいの創出ということを一日

も早くやってほしいという御意見もありました。このような様々な御意

見を受け止めながら、その後、縦覧と意見書の提出という手続をさせて

いただいて、今回配付させていただいている意見書という形でまとめて

いるものでございます。今回、この内容で御提示させていただいて、審

議にお諮りいただいているという考えでございます。 

 区といたしましても、様々な御意見がある中で、見解を今回の意見書

の中で右側に書かせていただきましたが、この地区につきましては、Ａ

３資料の左下に書きましたが、上位計画の中でも防災性の向上、交通安

全、にぎわいの創出、回遊性を確保するなどのまちの課題を解決するた

めにはどうしても必要な事業であり、進めていくべきというような形で

考えて、今、進めているところでございます。 
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 以上です。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  まちの課題を解決するためにこれを進めていくということですけれど

も、解決していくことが必要な問題もあると思いますが、そうした下で

説明会の会場でも賛成、反対の意見が二分する状況になったという状況

です。そうした下でこの都市計画手続を進めていくというのは、やめる

べきではないかと思います。先ほども言いましたけれども、準備組合に

参加をしていない人もいらっしゃいます。こうした下で、いろいろ情報

が知らされない下で突然進められて、この計画が出されたという方もい

らっしゃいますので、そうした下でこれを進めていくというのは、十分

合意が図れていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 また、準備組合に参加をしていない方の人数、第１、第２地区の人数

をそれぞれ伺えたらと思います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  まず、合意の状況のお話でございますが、先ほどの繰り返しになりま

すけれども、これまで開発事業ということで、事業者の説明ということ

で、左下にあるように説明会を７月に行っている。また、その中で御提

案いただいて、都と区のほうで都市計画の原案と案という形で対象者の

方を変えて２回説明させていただいています。これについては、法令に

基づいた手続で行ってきているということで、意見をいただきながら、

今回の案にまとめさせていただいているところであり、区といたしまし

ては、そういうステップを踏みながら、法令に基づいた手続を進めてい

るという認識でございます。 

 あと、準備組合に参加されていない方の人数ということでありますけ

れども、第１地区の土地所有者の方で言いますと、現在、全員入られて

おります。借地権者の方で言うと、全員入られております。区分所有者

の方で言いますと、先ほど５名と言いましたが、実数で申しますと１４

７名の方が区分所有ということでいらっしゃって、その中で１２２名の

方が入られているということで説明を受けております。 

 第２地区につきましては、土地所有者につきましては４３名のところ、

加入している方が２８.６名。これは、持分が何人かでお持ちのところが

あるので小数点が出ております。借地権者の方が１３名のところ、１３
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名入られております。区分所有者の方については、全部で５４名いらっ

しゃいまして、５３名の方が入られているという状況でございます。 

 以上です。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  今、準備組合に加入されている方の御説明もありましたけれども、第

１地区については２５名の方が入っていない、第２地区についても１６

名ぐらいの方が入っていないという状況の下で、この再開発を進めてい

くということになっています。今、そういった方も含めて住民の皆さん

が知らされない状況の下で進められ、準備組合に入っていないという方

は、再開発を進めてほしくない、このまま自分の家で住み続けたいとい

うことだと思います。今、合わせると、地権者数ですけれども、三十五、

六名という方がそういった状況になっているということですので、強引

に進めていくというのはやめるべきだと思います。 

 区議会の建設委員会でも、第２地区については総会に出席された方の

全員が賛成ということで説明をされました。あとの者は全員賛成してい

る、地権者の方は賛成しているというような感じだったのですが、準備

組合に参加していない方もいるわけです。準備組合の説明を聞くだけで

はなくて、実態を区として把握することが必要なのではないかと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

 この間、武蔵小山の再開発、小山三丁目の地区は環境アセスメントの

対象にもなっておりますけれども、その下で様々な項目について環境影

響評価がされましたが、使われたデータが古いという状況もありました。

東京管区気象台のほうでデータを更新されているという下で、古いデー

タで検証がされているということで、風などについては近年強まってい

るという印象を持っておりますが、そうしたこともある下で、最新の情

報でやっていくということが必要なのではないかと思います。景観のと

ころでは、再開発のビルがほかのビルや建物に隠れるような形の場所か

ら検討しているというようなことで、景観上問題はないという説明があ

りましたが、そういったこともおかしな点ではないかと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  まず、最初の準備組合に入っていない方への合意についてということ
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でございますけれども、これにつきましては、都市計画決定後も、もち

ろん組合を設立するに当たりましては、法令に従った合意が必要です。

また、法令では３分の２以上とありますけれども、区としても一人でも

多くの方に合意していただきたいという考えでもありますので、もちろ

ん準備組合の皆様にも区としてもそういう形を指導させていただいて、

組合設立までの間に一人でも多く御理解いただくような合意という形に

できるようにということで、その話をさせていただきます。 

 あと、もう一つの環境アセスの件でございますけれども、古いデータ

とかいろいろ適切ではないのではないかという御質問の趣旨かと思いま

すが、これについては、今回お配りさせていただいている意見書の１１

ページの右側に書いてありまして、細かいところはお話ししませんけれ

ども、書いてある手順書がありまして、２７年のものを使ったり、また、

降水量調査につきましても昔のデータを使って、それとのチェックをし

て差異がないことを確認しているだとか、要するに、コロナ前のものと

の差異がないかとか、こういうことでチェックをして、適切なものであ

るという下でアセスの評価をしているというところですので、区として

はもちろん適切な内容であるということで認識しているところでござい

ます。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  アセスの件は適切だというお話ですが、最新のデータで検討していく

ことが必要ではないかなと私は思います。 

 この再開発について、賛成、反対を抜きにしても、具体的に自分の暮

らしがどうなるのかということが地権者の方にも広く説明されておりま

せん。具体的な説明がなく、準備組合に加入している地権者でもよく分

からないまま進められているという現状があります。こうした状況で進

められているとして、地域を二分する状況の下で都市計画決定を進める

べきではないと思います。今回、小山三丁目第１、第２地区に関する議

題について、継続審議とすることを要望したいと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  ただいま委員の御説明で、当案件について継続審議というお話をいた

だきましたが、都市計画法に基づいて都市計画審議会にお諮りをして、
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これまでの案件もそうですが、そこで最後に各委員の意見をお聞きし、

進めるべきかとどまるべきかというところを御判断いただいた上で、区

の決定に進んでいく、あるいは東京都のほうに意見としてお返しすると

いうところでございますので、継続審議という御判断よりも、進めるべ

きかとどまるべきかというところを御判断いただきたいというところが

区の考えでございます。 

中野会長  今、のだて委員の御質問で、当委員会についてどうかということもあ

ると思いますが、それは、今事務局のお考えもお聞きしたとおり、私た

ち委員会としても、事務局の要請に基づいて当委員会を開いているわけ

ですから、どうするかということでは委員の皆さんの御意見を伺います

が、それでよろしいですか。 

のだて委員  委員の御意見を聞きながらで。 

中野会長  それでは、今、事務局も含めて、私どもが当委員会で決定したいと思

っておりますが、ほかに異議のある方はお手を挙げていただきたいと思

います。ございませんか。ないようであれば、本日、当委員会で判断し

たいと思います。よろしいですね。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  今回で結論を出すということですので、質疑を続けさせていただきた

いと思いますが、私も地権者の方からお話を伺いました。祖父の代から

７５年武蔵小山の商店街でお店を開いている方です。私たちが知らない

うちに進められている。商売は一回辞めて元どおりにするのにはすごく

力が要る。従業員を辞めさせる補償もない、補償されないということで

すね。賛成もしていないのに、貸しているところは自分で出ていくよう

に話をするようにと言われた。食べていく糧を奪われてしまう。生涯を

かけてやってきた仕事が一瞬でなくなってしまう。既に完成した再開発

でも地元の店は残っていない。この方は家もあるので、住居も奪われて

しまう。準備組合に入るよう何度も話に来たけれども、すべて拒否をし

たということで、再開発のことを考えると毎日眠れない。再開発をやら

なければこういったことを考えなくてよいことですということで、切実

にお話をしてくれました。 

 再開発の必要がないという住民を巻き込んで、にぎわいや生活を奪い

取る、こうした再開発はやめるべきです。区は、こうした声をどう受け

止めているのか伺います。 
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多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  繰り返しになりますが、この再開発につきましては、まちの課題を解

決するために、地域の方が小山三丁目第１地区であれば平成２４年から

準備組合を立ち上げられて、これまでこの地区をどうしていくべきかと

いうことで御検討いただいて、その成果が今に至っているというところ

で、地域の方が地域主体でこれまで検討されてきたということでござい

ます。 

 ただし、今ありました実際の事業の実施の段階につきましては、特に

店舗の方等につきましては、再開発の事業の法律の中で、適切な補償の

中でこの地区にとどまるというか、また戻られることもできますし、転

出されることもできますし、それに伴う補償を行うということで、意見

書の見解の中にも書かせていただきました。そのように適切に権利者の

方々を保護する法令で守られているところになりますので、実施する中

でもしっかりそれをよくお伝えして、御理解いただくというのが一番重

要なことではないかなということで考えているところです。これについ

ては、準備組合、また、組合が立ち上がった際には組合のほうともよく

連携して、地域の方によく御説明に上がるような形は、区としてもしっ

かり指導していきたいと思ってございます。 

 以上です。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  最後に、住民の願いは、今のところに住み続けたい、そして、お店を

やっている方は、そこで長年やっているわけですから、当然お客さんも

ついているという状況で、それを続けていきたいというのが願いです。

移転をするとか、補償をするというのが願いではないわけです。ぜひ住

み続けたいという当たり前の願いをかなえていくということが必要だと

私は思います。 

 この再開発が進められれば、これまでの商店街がなくなってしまいま

す。既に完成したタワーマンションのテナントもまだ埋まっていません。

以前商店をやっていた方が戻ってきた件数というのは分かりますでしょ

うか。伺いたいと思います。 

 今回、意見書の要旨が出されましたけれども、先ほど御説明がありま

した。３７５通、３７９名の方から意見書の提出があったということで、
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この中でも、風害や日照など様々な問題があるので、建物の高層化に反

対であるということですとか、一体に連なる商店街を守るべきだという

こと、また、住み続けたいまちという目標とも矛盾しているということ

ですとか、個人の財産を壊すことを強引に進めるべきではないというこ

となども書かれております。反対意見が３０５通、３０６名の方から出

されています。これまでの案件でも、１００名を超えるということはほ

とんどない中で、３０５通も出されたということは、とても重要なこと

だと思います。これを見れば、多くの住民が望んでいないということは

明らかではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 そして、こうした生活、なりわいを壊して、再開発にこれまで多額の

税金が投入されていますけれども、今回、第１、第２地区の２つの計画

の概算の補助金は幾らになるのか伺います。 

多並課長  会長、都市開発課長。 

中野会長  都市開発課長、どうぞ。 

多並課長  まず、先ほどの商店と住み続けることについてのお話につきましては、

意見書の９ページの右側の上のほうですけれども、（５）～（７）という

ところに書かせていただいて、先ほど御説明した内容を書いているとこ

ろでございます。このような形で住み続けることもできますし、転出す

ることも自由にできる事業ということで、メンバーの方が権利を保障で

きるように法令でも守られているという事業であることが示されており

ます。 

 あと、店舗についてですけれども、完成したところのことだと思いま

すが、今のパルム駅前地区につきましては、全部で４７店舗の区画があ

りまして、そのうち４４店舗が現在オープンしているところでございま

す。また、駅前通り地区ということで、新しくオープンしたほうの建物

ですけれども、それにつきましても全部で１２区画店舗区画がありまし

て、そのうち１０店舗がオープンしているという状況でございます。こ

のように、今も継続して店舗が運営されているところでございます。 

 あと、元いた方で戻った方についての数字は手元にございません。 

 あと、先ほどの風害等の中で、再開発で逆に住みにくくなるのではな

いかというお話がありましたけれども、これにつきましても、前回も触

れましたけれども、環境アセスメントの手続の中で、風環境であったり、

また、日影の問題であったり、そのようなことを調査いたしまして、法

令の基準内、また、示された基準内で行われるということで確認してい
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る事業の内容でございます。 

 あと、補助金につきましては、これから都市開発決定後の組合設立の

ときに、事業計画の認可というのがありますので、そこの中で補助金の

金額についても示されることになってきますので、現時点ではお答えで

きないというところでございます。 

 以上です。 

中野会長  のだて委員にお願いします。同じ委員の御質問が長引いておりますの

で、そろそろまとめて御質問いただけたらと思います。 

のだて委員  最後に１点発言をしたいと思います。今、補助金については示すこと

ができないということですけれども、既に行われているところでは、１

棟１００億円を超える税金などが投入されています。そうした生活を壊

す計画を進めていくために、区の税金を投入していくのはやめるべきだ

と思っております。 

 最後に、態度表明を申し上げておきたいと思います。小山三丁目の再

開発に関連する議題について反対をいたします。地権者や住民に対して、

十分説明がされていないということは重大です。商店の方は仕事を奪わ

れ、高齢の方は終の住みかで購入した住居も奪われる計画であり、なり

わいと生活が壊されるものです。超高層ビルが建設されれば、強風や日

影など生活環境の悪化ももたらします。 

 以上のことから、武蔵小山の小山三丁目第１、第２地区の都市計画案

に反対です。 

中野会長  ほかに御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

 ございませんようですから、お諮りしたいと思います。それぞれの案

件ごとに御判断をいただきたいと思います。 

 まず、議第３８１号から３８４号及び議第３８８号の小山三丁目地内

につきましてお諮りしたいと思います。採決につきましては案件ごとに

行いますので、よろしくお願いします。 

 まず、議第３８１号「東京都市計画地区計画の決定」につきまして、

案のとおりで差し支えない旨、答申することといたしたいと思いますが、

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 次に、議第３８２号「東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定」
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につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたした

いと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 次に、議第３８３号「東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定」

につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたした

いと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 次に、議第３８４号「東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更」

につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたした

いと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 次に、議第３８８号「東京都市計画高度地区の変更」のうち、小山三

丁目地内につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申することと

いたしたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 それでは、次に、議第３８５号から議第３８６号、東中延一丁目特定

防災街区整備地区の変更及び防災街区整備事業の決定に関する説明をお

願いいたします。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  それでは、東中延一丁目１１番地区について、審議案件２件について

説明させていただきます。お手元のＡ３資料を御覧ください。左上に「東

中延一丁目１１番地区」と書かれている資料でございます。 

 こちらの資料左上の都市計画の種類ですが、２件とも品川区決定の案

件でございます。 

 次に、資料左の位置図を御覧ください。当地区は、荏原中延駅東側に
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位置し、図中の赤枠で示しております面積約０.２ヘクタールの区域でご

ざいます。 

 次に、資料左下の図を御覧ください。当地区の現況と課題ですが、地

区全体で老朽化した木造の建物が密集し、北側及び東側の道路が幅員４

メートル未満の狭隘道路となってございます。また、建て替えが困難と

なっている未接道敷地もあり、共同化による建物の不燃化、敷地の統合

及び道路の整備と空地の確保など地区の防災性の向上が必要となってご

ざいます。 

 次に、上位計画の位置づけについてですが、資料上段の中央を御覧く

ださい。本地区は、平成２５年２月に策定されました品川区まちづくり

マスタープランにおいて、建築物の共同化等により耐震化、不燃化を促

進するとともに、細街路の拡幅整備の推進や防災生活道路の整備を進め、

災害に強く安全な市街地の形成を図る密集市街地改善ゾーンに位置づけ

られております。また、当地区は、東京都の不燃化推進特定整備事業に

おいて、木造住宅密集地域の改善を一段と加速するために特に改善を必

要としている不燃化特区に位置づけられており、令和３年３月に改定さ

れた東京都防災都市づくり推進計画においても、重点整備地区に位置づ

けられております。 

 次に、資料中央の施設計画概要ですが、都市計画決定の事項ではござ

いませんが、地区西側については、老朽建築物を共同化し、地上１４階、

高さ約４３メートルの共同住宅が建設予定でございます。また、地区東

側については、個別利用区として建て替え、戸建て住宅等の利用を予定

してございます。 

 次に、資料中央一番下を御覧ください。これまでの経緯についてです

が、当地区では、平成２７年よりまちづくり勉強会をスタートさせ、防

災まちづくりについて地域で検討を進めてまいりました。令和３年４月

には、検討案がまとまってきたことから、防災街区整備事業準備組合が

設立されました。その後、都市計画手続としまして、令和３年９月に地

区内の権利者及び居住者を対象とした都市計画原案の説明会を行い、９

月には都市計画原案を縦覧し、御意見を頂戴してございます。その後、

区において都市計画の案を作成し、令和３年１２月に都市計画案の説明

会を開催するとともに、計画案を縦覧し、意見募集を行ったところでご

ざいます。 

 資料のページをおめくりいただきまして、次のページでございますが、
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２つの審議案件の内容について説明させていただきます。 

 初めに、資料上段、特定防災街区整備地区の内容についてですが、こ

れは、防災街区整備事業の都市計画を実現するために、地域地区を都市

計画として決定するものでございます。位置、面積については、記載の

とおり、また、建築物の敷地面積の最低限度は１００平米、建築物の高

さの最低限度を７メートルとしております。 

 また、資料左下の図を御覧いただき、壁面の位置の制限につきまして

は、西側道路で道路の境界から０.５メートル以上、また、北側道路及び

東側道路で道路の中心から２.７メートル以上の壁面線の指定でござい

ます。 

 次に、防災街区整備事業の内容についてですが、資料中央を御覧いた

だき、名称及び面積については記載のとおりでございます。 

 次に、右下の図を御覧ください。公共施設の配置及び規模につきまし

ては、南側道路、既設の区道道路中心線からの幅員３.５メートルを、ま

た、西側の既設の区道、道路中心線からの幅員３メートルを位置づけ、

北側及び西側道路区画道路１号につきましては、道路中心線からの幅員

を２メートルに拡幅するものとして位置づけるものでございます。 

 次に、表中、防災施設建築物の整備に関する計画としましては、構造

を耐火建築物とし、高さが７メートル以上、配列が道路との境界から２

メートル以上とするものでございます。 

 以上が都市計画の内容でございます。 

 最後に、当地区における意見募集に対する意見書の提出はございませ

んでした。 

 都市計画案に関する説明は以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

中野会長  何か御質問、御意見等がございましたらどうぞ。 

藤原委員  会長。 

中野会長  藤原委員、どうぞ。 

藤原委員  この地域は、木造密集にかかっているということですけれども、改め

て木造密集の課長がいらしているので伺いたいのですが、この地域も含

めて木造密集ということの都市計画をどのように考えているのか、担当

の立場から答弁していただけますか。 

森課長  会長、木密整備推進課長。 

中野会長  木密整備推進課長、どうぞ。 
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森課長  本地区につきましては、荏原地区で広く分布しております木密地域の

中でも、昔から密集事業等を検討させていただいておりました。その中

で、先ほども御説明がありましたけれども、不燃化特区と位置づけられ

まして、そのコア事業として今回の防災街区整備事業を位置づけており

ます。これを行うことで共同化が進められ、一層不燃化が進んでいくと

考えております。同じ地区の西側でも、旧同潤会地区で同じような防災

街区整備事業を行って、数値として、不燃領域率としても高くなってき

ておりますので、こういった事業をこれからも進めまして、しっかりと

不燃化を進めていきたいと考えております。 

藤原委員  会長。 

中野会長  藤原委員、どうぞ。 

藤原委員  もう一点お伺いしますが、意見書は０でお間違いないですか。この前

の小山に関しては、賛成も反対も含めて３桁の５００近い意見が出てい

ました。片や、東中延に関しては０ということですけれども、担当の部

署としてそのことはどう考えているのかお伺いします。 

森課長  会長、木密整備推進課長。 

中野会長  木密整備推進課長、どうぞ。 

森課長  当地区につきましては、権利者として１６名の方という形で比較的小

さな規模でやっております。説明会につきましても、案の説明を区のほ

うからしっかりさせていただくとともに、事業者のほうからも周辺の

方々に声をかけていただいて、説明を尽くしてまいったと考えておりま

す。その中で、特にこの審議会の中で意見書を提出という方がおられな

かったということなのかなと考えております。 

藤原委員  １６名でも、例えば区は行政として区民に一番身近ですし、手厚く、

丁寧に説明していただきたいと改めて要望いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

中野会長  ほかに御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  今回、都市計画案の説明会が行われて、私も参加をいたしました。そ

の後に行われた事業者説明会で、参加者から、屋根が飛ばされたとか風

害があったら補償してくれるのか、住まいが完全に日影になるので形状

を変えられないか、高さを低くしてほしいなどの意見が出されました。

事業者は、補償をしない、形状も高さも変えられないとの説明で、住民
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の願いは聞き入れられませんでした。この地域の建物は二、三階建ての

ところで、これ以上１４階建てを建てるのはやめてほしいという声を多

くの方から聞いています。こうした下で計画を進めるのはやめるべきだ

と思います。区は、１４階建てが建つのは困るという声をつかんでいる

のか伺います。 

 そして、今回、東側のところでは、個別利用区というのが設定されて

いると思いますけれども、この事業ではどうなるのか伺います。 

森課長  会長、木密整備推進課長。 

中野会長  木密整備推進課長、どうぞ。 

森課長  今、委員がおっしゃられました事業者の説明会につきましては、事業

者のほうから説明をその後受けております。その中で、様々な御意見を

いただいたということも聞いておりますけれども、この事業につきまし

ては、今の決められております容積率や建蔽率を変えることなく、現在

建てられる共同住宅という形で計画をされておりますので、この事業に

伴ってというよりは、もともと建設可能な大きさでという形で設定をさ

れております。当然高くなりますと日影、風という影響も出てくるかと

思いますけれども、そういったところも事業者のほうで適切に対応なり

説明をさせていただくと考えております。 

 また、個別利用区につきましては、地区の東側でございますけれども、

更地の状態で事業が終了するという形になります。権利を持たれた方が

権利変換をされて、この土地を幾つか手に入れられるということになる

のかなと考えておりまして、個別の戸建ての建物が建つのではないかと

は想定しておるところでございます。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  事業者のほうで適切にやられるというお話でしたけれども、住民の声

については説明会後に事業者のほうから聞いているということでした

が、そうした声をしっかり受け止めていくことが必要だと思います。ま

ちづくりは住民の合意が重要だと思いますので、こうした中で手続を進

めるのはやめるべきだと思います。 

 個別利用区のところは、一度更地にして、今の居住者が住み続けるこ

とができるわけではない、そのままの建物では住み続けられないという

ことですので、一回は立ち退かなければいけないというのは、住民の方

にとっては大変になるのかなと思います。 
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 最後に態度表明をしておきたいと思いますが、３８５号、３８６号に

ついては反対をいたします。高い建物がほとんどない地域に１４階の建

物が建って、圧迫感や日影、風害などで住環境が悪化すること、また、

これ以上１４階の建物を建てないでほしいというのが地域住民の願いで

す。この願いに逆行するのが今回の都市計画案ですので、反対です。 

 以上です。 

中野会長  ほかに御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

 ないようでありましたら、議決したいと思います。 

 それでは、お諮りします。議第３８５号「東京都市計画特定防災街区

整備地区の変更」につきまして、案のとおりで差し支えない旨、答申す

ることといたしたいと思いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただ

きます。 

 次に、議第３８６号「東京都市計画防災街区整備事業の決定」につき

まして、案のとおりで差し支えない旨、答申することといたしたいと思

いますが、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

賛成多数でございます。ということで、そのように決定させていただき

ます。 

 それでは、最後に、議第３８７号及び議第３８８号のうち中延二丁目、

中延三丁目各地内、東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区の決定に関

する説明をお願いいたします。 

鈴木課長  会長、都市計画課長。 

中野会長  都市計画課長、どうぞ。 

鈴木課長  それでは、説明のほうをさせていただきます。Ａ３資料を御覧くださ

い。左上に「東中延一・二丁目、中延二・三丁目地区」という資料でご

ざいます。 

 本件は、２件とも品川区の決定案件でございます。 

 当地区の位置についてですが、資料左下の位置図を御覧ください。面

積約２９.４ヘクタール、地区中央には東急池上線荏原中延駅、また、地

区南東部付近には東急大井町線中延駅及び都営浅草線中延駅が位置する

区域となってございます。 

 次に、上位計画の位置づけについてですが、資料上部中央を御覧くだ
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さい。本地区は、平成２５年策定の品川区まちづくりマスタープランに

おいて、災害に強く安全な市街地の形成を図る密集市街地改善ゾーンに

位置づけられているものでございます。また、資料のその横を御覧いた

だき、当地区は、東京都の不燃化推進特定整備事業において不燃化特区

に位置づけられているとともに、都の防災都市づくり推進計画において

重点整備地区に位置づけられているものでございます。 

 続きまして、資料中央の対象地区の現況と課題ですが、当地区の敷地

面積の割合は、最近５年間の新築建築物の敷地で見ますと、２９％が６

０平米未満となってございます。敷地の細分化が進みつつあるというと

ころでございます。また、資料のその横、市街地の延焼のしにくさを示

します不燃領域率は、目標を７０％として定めて、区のほうでも取組を

進めておりますが、不燃化特区事業等で数字は上がってきているものの、

当地区全体では７０％に対して５６.２％という数値となっております。

また、資料右下の図中赤枠で示している街並み誘導型地区計画を予定し

ている区域では５１％、その中心部分では３９.５％と低い数値となって

いるものでございます。 

 次に、資料の下側を御覧いただき、これまでの経緯についてですが、

当地区では、平成２４年度に地域にまちづくり懇談会が立ち上がり、検

討が開始され、その後、平成２８年度から地区全域でのアンケート調査

や意見交換会、地区計画素案説明会を行い、地区計画の策定を検討して

まいりました。その後、都市計画の手続としまして、令和３年７月に都

市計画原案の説明会を行い、意見募集を行ってございます。その後、都

市計画の案を作成し、令和３年１２月に都市計画案の説明会を開催し、

計画の縦覧、意見募集を行ったところでございます。 

 続きまして、ページをおめくりいただきまして、今回の２つの審議案

件の内容についてですが、初めに、地区計画の内容についてですが、資

料の左側及び中央の表に地区計画で定める事項とその概要を記載してお

ります。資料が非常に小さい字で見づらくて申し訳ございませんが、地

区計画の全体の目標は、地区計画の目標の記載欄、下から３行目になり

ますが、「安全で快適な市街地環境の形成」とし、この目標に基づき土地

利用、地区施設、建築物等、その他の方針を定めてございます。 

 なお、土地利用の方針及び建築物等の整備の方針は、地区内の実状に

応じ、計画地を資料右上の計画図のとおり（い）～（へ）地区に区分し、

定めるものでございます。 
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 続きまして、地区整備計画には、地区施設の計画や建築物等のルール

を具体的に定めます。まず、地区施設の配置及び規模ですが、右側２段

目の図に赤色の線で示した幅員６メートル以上の道路６路線と、緑色の

網かけで示しました２つの公園及び４つの広場を指定します。こちらに

ついては、既に整備、配置されているものを位置づけるもので、新たに

道路の拡幅や公園の整備を行うものではございません。 

 続いて、建築物等に関する事項は、先ほど御説明した（い）～（へ）

地区それぞれの地区の状況に即して定めるルールでございます。（い）～

（へ）地区共通のルールとしては、敷地面積の最低限度と垣・さくの構

造制限がございます。敷地面積の最低限度は、資料中央の表の上段に記

載しておりますが、過度な敷地の細分化を防ぐことを目的とし、敷地を

分割して建物を建てる場合、各敷地の面積を６０平米以上にしていただ

くこととしてございます。また、中央の表の一番下になりますが、垣・

さくの構造制限は、災害時の沿道の安全性向上や緑化推進を目的として

おり、道路に面したところでは倒壊すると危険なブロック塀の新設を禁

止し、垣根や柵は生け垣、透視可能なフェンス、採光・通風に配慮した

軽量なフェンスにしていただくものでございます。 

 次に、地区内の住居系の用途地域、右上の図の黄色系の地区、（い）、

（に）、（ほ）の地区では、通風や採光を確保するため、壁面の位置の制

限として、建物を下げて敷地の北側から０.５メートルの空間を空けるこ

とを定めるものでございます。 

 次に、街並み誘導型地区計画を定める（は）、（に）、（ほ）地区、資料

右上の図の右側、分かりづらくて申し訳ございませんが、線で囲まれた

地区になりますが、この地区でのルールについてですが、まず、壁面の

位置については、資料の右図の青色の点線で示す道路の中心線から２.５

メートル以上、こちらは２項道路、狭隘な道路になりますが、２メート

ル下がって、さらに５０センチ、２.５メートル後退し、後退部分に工作

物の設置を制限することで、災害時の緊急車両の通行の円滑化を目指す

ものでございます。 

 また、資料右側、上から３段目の図を御覧いただき、北側斜線制限の

緩和による日影の影響を考慮しまして、壁面から隣地境界線までの真北

方向の距離を（は）地区では高さ９.５メートルを超え１２.５メートル

までの範囲については１.５メートル以上、高さが１２.５メートルを超

える範囲については２.５メートル以上、高くなるに従ってどんどんと下
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がるような壁面線のルールを定めているものでございます。それから、

（に）、（ほ）地区では、高さが６.５メートルを超える範囲については２.

５メートル以上とするルールを定めるものでございます。 

 次に、資料中央の表、建築物等の高さの最高限度では、建築物の高さ

の最高限度を商業系地域、（は）地区になりますが、敷地面積が２００平

米未満の敷地では１６メートル、２００平米から３００平米までの敷地

で１９メートル、３００平米以上の敷地では３１メートルと最高限度の

高さを定めるルールでございます。一方、住居系の地域については、（に）、

（ほ）地区になりますが、敷地面積が１５０平米未満の敷地で１０メー

トル、１５０平米から５００平米までの敷地では１３メートル、５００

平米以上の敷地では１９メートルとするルールでございます。また、街

並み誘導型地区計画では、通常でございますと、高さ１０メートルを超

える建築物の日影規制は適用除外になる場合が多いんでございますが、

本地区計画では、北側の住環境に配慮し、従来の日影規制と同等のルー

ルを存続させるというところでございます。 

 地区計画に関する説明は以上でございます。 

 次に、資料右下を御覧いただきまして、議第３８８号の部分、高度地

区の変更について御説明いたします。 

 今回の変更は、先ほど御説明した（は）、（に）、（ほ）地区において、

高度地区の内容を従来の北側斜線型から絶対高さ型に変更するものでご

ざいます。ア及びウの地区は、斜線型の第２種高度地区を絶対高さ型の

最高限度１９メートルの地区に変更いたします。また、イの地区は、斜

線型の第３種高度地区を絶対高さ型の最高限度３１メートルの地区に変

更するもので、１９メートルと３１メートルといった高さは、先ほど御

説明した地区計画に定める建築物の高さの最高限度に合わせているもの

でございます。 

 次に、本日机上配付させていただきましたＡ４横資料、意見書の要旨、

３８７、３８８号のものを御覧ください。 

 今回、当地区の計画に対し、２通の意見書提出がございました。 

 意見の要旨としましては、地区内で建築計画が行われる際には、日照・

眺望阻害に対する配慮や、プライバシー保護・騒音に対する配慮、建築

工事の際の近隣住民への配慮など周辺への配慮事項についての要望など

の御意見をいただいてございます。 

 この意見についての区の見解についてでございますが、日照について
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は、建物の高さに応じて敷地北側からの壁面の位置の制限を設けること

により、配慮した地区計画の内容としてございます。また、敷地面積の

最低限度の制限を設け、建物の過密化を防ぐことは、併せてプライバシ

ーの保護にもつながると考えております。建築計画及び建築工事の際の

近隣住民への配慮については、区としましても、引き続き個別に事業者

へ適切な指導を行ってまいります。 

 以上が主な意見の要旨と区の考え方でございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

中野会長  説明ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御質問、

御意見等がございましたらお願いいたします。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  意見書の要旨については、先ほども言いましたが、できるだけ配慮し

て、住民に補償していただきたいと思います。 

 今回の地区計画の案ですけれども、狭隘な道の中で建て替えが進むよ

うにいろいろ工夫をされて、住民への説明も、アンケート調査を３回実

施するなど丁寧にやられていると思っておりますが、今回の案はどのよ

うにしてつくられたのか伺います。 

森課長  会長、木密整備推進課長。 

中野会長  木密整備推進課長、どうぞ。 

森課長  今回の案の作成でございますけれども、まちづくり協議会、その前に

懇談会という形で地域の方々に参加をしていただきまして、地区の課題

であったり、それを改善するための都市計画の方法としてこういったも

のがございますというお話をさせていただいております。その中で、年

に何度か公募委員も含めて、最終的には今まちづくり協議会としまして

は４２名の方に入っていただいておりますけれども、密集事業の導入等

についても検討をしていただいたところでございます。その中で、具体

的にこのためにこういった規制をしたい、逆に、規制が強過ぎると建て

替えも進まないので、北側斜線を緩和するとか、そういった斜線の緩和

というところもお話をしながら、それぞれの項目について御理解をいた

だいたというところでございます。 

のだて委員  会長。 

中野会長  のだて委員、どうぞ。 

のだて委員  住民との話合いを重ねて、丁寧に進められて、理解が得られていると
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思います。超高層などで住民を追い出すということではなくて、建て替

え促進のためのルールをつくって防災性を高めていくというものになっ

ていますので、賛成をいたします。 

 以上です。 

中野会長  ほかに御質問、御意見等はございませんでしょうか。 

 ございませんようですから、お諮りしたいと思います。 

 それでは、議第３８７号及び議第３８８号の中延二丁目、中延三丁目

各地内につきまして、お諮りしたいと思います。 

 議第３８７号「東京都市計画地区計画の決定」につきまして、案のと

おりで差し支えない旨、答申することとしたいと思いますが、賛成の方

の挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。 

 それでは、次に、議第３８８号「東京都市計画高度地区の変更」のう

ち、中延二丁目、中延三丁目各地内につきまして、案のとおりで差し支

えない旨、答申することといたしたいと思いますが、賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

 賛成多数でございます。それでは、そのように決定させていただきま

す。 

 以上で本日予定の議題が終わりました。 

 それでは、傍聴人の方の御退席をお願いします。 

 それでは、最後に事務局より連絡事項がございましたらお願いいたし

ます。 

事務局  会長、都市環境部長。 

中野会長  都市環境部長、どうぞ。 

事務局  大変ありがとうございました。事務局からのお知らせ、連絡事項でご

ざいますが、次回の都市計画審議会の日程についてでございます。 

 机上のほうにも配付しております事前開催通知書にも記載をしており

ますけれども、３月２４日で予定をしております。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

 以上でございます。 

中野会長  それでは、これをもちまして第１７２回品川区都市計画審議会を閉会

いたします。どうもありがとうございました。 
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―― 了 ―― 


